
JP 5710165 B2 2015.4.30

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板に形成された複数のゲートライン及び複数のデータラインを含み、前記ゲートライ
ンとデータラインにより複数の画素領域が画定され、画素領域ごとに画素電極及びスイッ
チング素子としての薄膜トランジスタが形成されているＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板であっ
て、
　前記薄膜トランジスタのゲート電極は連結電極を介して対応するゲートラインに電気的
に接続され、前記ゲート電極と前記ゲートラインは異なる材料層より形成され、前記ゲー
ト電極と前記画素電極が同一層に配置され、前記基板において、前記ゲート電極の下方に
遮蔽層を形成し、前記遮蔽層と前記ゲートラインが同一層に配置されていることを特徴と
するＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板。
【請求項２】
　前記薄膜トランジスタはボトムゲート型薄膜トランジスタであることを特徴とする請求
項１に記載のＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板。
【請求項３】
　前記ゲートラインに基板の全体を覆う第１の絶縁層が形成され、前記ゲート電極と前記
画素電極は前記第１の絶縁層に形成されていることを特徴とする請求項２に記載のＴＦＴ
－ＬＣＤアレイ基板。
【請求項４】
　前記ゲート電極と前記画素電極に基板の全体を覆う第２の絶縁層が形成され、前記薄膜
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トランジスタの活性層は前記第２の絶縁層に形成されると共に前記ゲート電極の上方に位
置し、ソース電極は前記活性層に位置すると共に対応するデータラインに接続され、ドレ
イン電極は前記活性層に位置すると共に前記第２の絶縁層における第１のビアホールを介
して前記画素電極に接続されていることを特徴とする請求項３に記載のＴＦＴ－ＬＣＤア
レイ基板。
【請求項５】
　前記連結電極は前記第２の絶縁層に形成され、その一端は前記第２の絶縁層における第
２のビアホールを介してゲート電極に接続され、他の一端は前記第１の絶縁層と前記第２
の絶縁層における第３のビアホールを介して対応するゲートラインに接続されていること
を特徴とする請求項４に記載のＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板。
【請求項６】
　前記薄膜トランジスタのゲート電極は透明導電薄膜により作成されると共に、前記画素
電極と同一層に配置され、前記ゲート電極と前記画素電極は同一の透明導電薄膜により作
成されたことを特徴とする請求項２に記載のＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板。
【請求項７】
　前記透明導電薄膜は３００～６００Åの厚さであることを特徴とする請求項６に記載の
ＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板。
【請求項８】
　前記薄膜トランジスタのゲート電極は金属薄膜により形成されたことを特徴とする請求
項２に記載のＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板。
【請求項９】
　前記金属薄膜により形成された前記ゲート電極は３００～１２００Åの厚さであること
を特徴とする請求項８に記載のＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板。
【請求項１０】
　前記薄膜トランジスタはトップゲート型薄膜トランジスタであり、前記薄膜トランジス
タのゲート電極は透明導電薄膜より作成されたことを特徴とする請求項１に記載のＴＦＴ
－ＬＣＤアレイ基板。
【請求項１１】
　前記薄膜トランジスタの活性層は前記基板に位置し、ソース電極は前記活性層に形成さ
れると共に前記データラインに接続され、ドレイン電極は前記活性層に形成されると共に
前記ソース電極に対向して配置され、前記ソース電極とドレイン電極に基板の全体を覆う
第１の絶縁層が形成されていることを特徴とする請求項１０に記載のＴＦＴ－ＬＣＤアレ
イ基板。
【請求項１２】
　前記ゲート電極と前記画素電極は同一の透明導電薄膜により作成されると共に、前記ゲ
ート電極と前記画素電極は前記第１の絶縁層に形成され、前記画素電極は前記第１の絶縁
層における第１のビアホールを介して前記ドレイン電極に接続されていることを特徴とす
る請求項１１に記載のＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板。
【請求項１３】
　前記ゲートラインと前記連結電極は前記第１の絶縁層に形成されると共に、前記連結電
極の一端はゲート電極に配置され、他の一端は前記ゲートラインに接続されていることを
特徴とする請求項１２に記載のＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板。
【請求項１４】
　前記透明導電薄膜は３００～６００Åの厚さであることを特徴とする請求項１０に記載
のＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板。
【請求項１５】
　前記連結電極の幅はゲート電極より狭いことを特徴とする請求項１０に記載のＴＦＴ－
ＬＣＤアレイ基板。
【請求項１６】
　基板にゲート金属薄膜を堆積すると共に、前記ゲート金属薄膜をパターニングしてゲー
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トラインを形成するステップ１１と、
　ステップ１１を完成した基板に、第１の絶縁層とゲート電極及び画素電極を形成する構
造層を順次堆積すると共に、前記構造層をパターニングしてゲート電極と画素電極を形成
するステップ１２と、
　ステップ１２を完成した基板に、第２の絶縁層、半導体薄膜及びドープ半導体薄膜を順
次堆積すると共に、これらの積層構造をパターニングすることにより、半導体層とドープ
半導体層の積層を含んでゲート電極の上方に位置する活性層と、前記第２の絶縁層におけ
る、前記画素電極が存在する箇所に位置する第１のビアホールと、前記ゲート電極が存在
する箇所に位置する第２のビアホールと、前記ゲートラインが存在する箇所に位置する第
３のビアホールを形成するステップ１３と、
　ステップ１３を完成した基板に、ソース・ドレイン金属薄膜を堆積すると共に、前記ソ
ース・ドレイン金属薄膜をパターニングすることにより、データラインと、活性層に位置
すると共に前記第１のビアホールを介して前記画素電極に接続されるドレイン電極と、活
性層に位置すると共にデータラインに接続されるソース電極と、一端は前記第２のビアホ
ールを介してゲート電極に接続されると共に、他の一端は前記第３のビアホールを介して
ゲートラインに接続される連結電極を形成するステップ１４と、
　ステップ１４を完成した基板に、第３の絶縁層を堆積するステップ１５と、
を含むＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の製造方法。
【請求項１７】
　前記ゲート金属薄膜をパターニングして前記ゲートラインを形成する際、後で形成され
るゲート電極の下方に位置している遮蔽層も形成されることを特徴とする請求項１６に記
載のＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の製造方法。
【請求項１８】
　前記第３の絶縁層をパターニングして、ゲートラインパッド領域のゲートラインパッド
ビアホールとデータラインパッド領域のデータラインパッドビアホールを含むパターンを
形成することを特徴とする請求項１６に記載のＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の製造方法。
【請求項１９】
　前記ステップ１３は、
　ハーフトーン又はグレートーンのマスクを利用して、前記第２の絶縁層、半導体薄膜及
びドープ半導体薄膜の積層をパターニングするプロセスを含むことを特徴とする請求項１
６に記載のＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の製造方法。
【請求項２０】
　前記ステップ１２において、前記構造層は透明導電薄膜であり、前記透明導電薄膜に対
してパターニングを行うことにより、前記ゲート電極と前記画素電極が形成されることを
特徴とする請求項１６に記載のＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の製造方法。
【請求項２１】
　前記ステップ１２において、前記構造層には、前記ゲート電極を形成するためのゲート
電極金属薄膜と、前記画素電極を形成するための透明導電薄膜が含まれていることを特徴
とする請求項１６に記載のＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の製造方法。
【請求項２２】
　前記ステップ１２において、前記透明導電薄膜と前記ゲート電極金属薄膜を順次堆積し
た後、ハーフトーン又はグレートーンのマスクを利用して、前記透明導電薄膜と前記ゲー
ト電極金属薄膜の積層に対して、パターニングを行うことにより、前記ゲート電極と前記
画素電極が形成されることを特徴とする請求項２１に記載のＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の
製造方法。
【請求項２３】
　基板に遮光薄膜を堆積すると共に、前記遮光薄膜をパターニングして遮蔽層を形成する
ステップ２１と、
　ステップ２１を完成した基板に、半導体薄膜、ドープ半導体薄膜及びソース・ドレイン
金属薄膜を順次堆積すると共に、これらの積層構造をパターニングすることにより、活性
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層、データライン、ソース電極及びドレイン電極を形成するステップ２２と、
　ステップ２２を完成した基板に、第１の絶縁層を堆積すると共に、前記第１の絶縁層を
パターニングすることにより、ドレイン電極が存在する箇所に位置している第１のビアホ
ールを形成するステップ２３と、
　ステップ２３を完成した基板に、透明導電薄膜とゲート金属薄膜を順次堆積すると共に
、前記透明導電薄膜とゲート金属薄膜の積層をパターニングすることにより、透明導電薄
膜材料を採用して前記遮蔽層の上方に位置するゲート電極と、第１のビアホールを介して
ドレイン電極に接続される画素電極と、ゲートラインと、一端はゲート電極に圧設される
と共に、他の一端はゲートラインに接続される連結電極とを形成するステップ２４と、
　を含むＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の製造方法。
【請求項２４】
　前記ステップ２２は、
　ハーフトーン又はグレートーンのマスクを利用して、前記半導体薄膜とドープ半導体薄
膜の積層及び前記ソース・ドレイン金属薄膜をパターニングするプロセスを含むことを特
徴とする請求項２３に記載のＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の製造方法。
【請求項２５】
　前記ステップ２４は、
　ハーフトーン又はグレートーンのマスクを利用して、前記透明導電薄膜とゲート金属薄
膜をバターニングするプロセスを含むことを特徴とする請求項２３に記載のＴＦＴ－ＬＣ
Ｄアレイ基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　薄膜トランジスタ液晶表示装置（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ　Ｌｉｑ
ｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ，以下ＴＦＴ－ＬＣＤと略称する）は、体積が
小さい、エネルギーの損失が小さい、及び輻射がないなどの特徴を備え、現在のフラット
パネルディスプレイのマーケットにおいて主導的地位を占めている。ＴＦＴ－ＬＣＤは、
主に互いに対向して配置されたアレイ基板及びカラーフィルター基板から構成される。ア
レイ基板には、複数の薄膜トランジスタと画素電極がマトリックス状に配列され、それぞ
れの画素電極は薄膜トランジスタによって制御される。薄膜トランジスタがオンにされた
場合、オンにされた期間内に画素電極が充電され、充電が終わった後、画素電極は、その
電圧が薄膜トランジスタが次にオンにされる時まで維持される。
【０００３】
　従来の薄膜トランジスタの構成において、ドレイン電極とゲート電極との間に寄生容量
が存在するため、画素電極の充電が終わった瞬間に、キックバック電圧ΔＶｐが生じる。
このキックバック電圧ΔＶｐは下記の数式で表される。即ち、
【０００４】

【数１】

【０００５】
　但し、Ｖｇｈはゲート電極のオン電圧であり、Ｖｇｌはゲート電極のオフ電圧であり、
Ｃｌｃは液晶容量であり、Ｃｇｄは寄生容量であり、Ｃｓは蓄積容量である。
【０００６】
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　研究によると、寄生容量によるキックバック電圧ΔＶｐは画素電極の極性を変化させ、
さらに、正・負極の電圧差が一致しないようにし、これにより表示画面にフリッカの現象
が現われ、表示品質に厳しい影響を与える。
【０００７】
　従来のＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の製造方法において、ウェットエッチングによりゲー
ト電極を作成する際、ゲート電極は厚さが厚い（３０００～６０００Åの厚さ）金属薄膜
材料を採用して作成され、且つ、ウェットエッチングにはエッチング均一性が悪いと言う
欠陥が存在するため、同一の基材の異なる位置において、ゲート電極両側の勾配角度に大
きな差が生じ、勾配が占める面積にも大きな差が存在する。ゲート電極の側面の勾配はド
レイン電極とゲート電極との重合領域に位置し、ゲート電極両側の勾配角度が小さい場合
、ドレイン電極とゲート電極との重合面積が大きくなり、ゲート電極両側の勾配角度が大
きい場合、ドレイン電極とゲート電極との重合面積が小さくなるので、勾配角度は直ちに
ドレイン電極とゲート電極との重合面積を左右する。容量の数式から分かるように、寄生
容量の大きさは当該重合面積に比例するので、差が大きい勾配角度は、同一の基材の異な
る位置における、各薄膜トランジスタの寄生容量の差が大きくなるようにさせ、ひいては
、ＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の各薄膜トランジスタのキックバック電圧ΔＶｐの差が大き
くなるようにさせる。また、サイズが大きい液晶パネルを作成する場合、基材のサイズが
さらに大きくなるばかりではなく、ゲート電極の厚さもさらに増えるため、同一の基材の
異なる位置におけるゲート電極両側の勾配角度の差がさらに大きくなってしまい、各薄膜
トランジスタの寄生容量の差もさらに大きくなってしまうと共に、各薄膜トランジスタの
キックバック電圧ΔＶｐの差もさらに大きくなってしまう。また、大きなキックバック電
圧ΔＶｐの差は、駆動回路の調整をさらに難しくし、表示画面のフリッカ現象がさらに厳
しくなり、ＴＦＴ－ＬＣＤの表示品質にさらに厳しく影響する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の実施例は、基板に形成された複数のゲートライン及び複数のデータラインを含
み、前記ゲートラインとデータラインにより複数の画素領域が画定され、画素領域ごとに
画素電極及びスイッチング素子としての薄膜トランジスタが形成されるＴＦＴ－ＬＣＤア
レイ基板であって、前記薄膜トランジスタのゲート電極は連結電極を介して対応したゲー
トラインに電気的に接続され、前記ゲート電極と前記ゲートラインは異なる材料層より形
成されていることを特徴とするＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板を提供する。
【０００９】
　本発明の他の実施例は、基板にゲート金属薄膜を堆積すると共に、前記ゲート金属薄膜
をパターニングしてゲートラインを形成するステップ１１と、ステップ１１を完成した基
板に、第１の絶縁層とゲート電極及び画素電極を形成する構造層を順次堆積すると共に、
前記構造層をパターニングしてゲート電極と画素電極を形成するステップ１２と、ステッ
プ１２を完成した基板に、第２の絶縁層、半導体薄膜及びドープ半導体薄膜を順次堆積す
ると共に、これらの積層構造をパターニングすることにより、半導体層とドープ半導体層
の積層を含んでゲート電極の上方に位置される活性層と、前記第２の絶縁層における、前
記画素電極が存在する箇所に位置する第１のビアホールと、前記ゲート電極が存在する箇
所に位置する第２のビアホールと、前記ゲートラインが存在する箇所に位置する第３のビ
アホールを形成するステップ１３と、ステップ１３を完成した基板に、ソース・ドレイン
金属薄膜を堆積すると共に、前記ソース・ドレイン金属薄膜をパターニングすることによ
り、データラインと、活性層に位置すると共に前記第１のビアホールを介して前記画素電
極に接続されるドレイン電極と、活性層に位置すると共にデータラインに接続されるソー
ス電極と、一端は前記第２のビアホールを介してゲート電極に接続されると共に、他の一
端は前記第３のビアホールを介してゲートラインに接続される連結電極を形成するステッ
プ１４と、ステップ１４を完成した基板に、第３の絶縁層を堆積するステップ１５と、を
含むＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の製造方法を提供する。
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【００１０】
　本発明の又他の実施例は、基板に遮光薄膜を堆積すると共に、前記遮光薄膜をパターニ
ングして遮蔽層を形成するステップ２１と、ステップ２１を完成した基板に、半導体薄膜
、ドープ半導体薄膜及びソース・ドレイン金属薄膜を順次堆積すると共に、これらの積層
構造をパターニングすることにより、活性層、データライン、ソース電極及びドレイン電
極を形成するステップ２２と、ステップ２２を完成した基板に、第１の絶縁層を堆積する
と共に、前記第１の絶縁層をパターニングすることにより、ドレイン電極が存在する箇所
に位置している第１のビアホールを形成するステップ２３と、ステップ２３を完成した基
板に、透明導電薄膜とゲート金属薄膜を順次堆積すると共に、前記透明導電薄膜とゲート
金属薄膜の積層をパターニングすることにより、透明導電薄膜材料を採用して前記遮蔽層
の上方に位置するゲート電極と、第１のビアホールを介してドレイン電極に接続される画
素電極と、ゲートラインと、一端はゲート電極に圧設されると共に、他の一端はゲートラ
インに接続される連結電極とを形成するステップ２４と、を含むＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基
板の製造方法を提供する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の第１の実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の平面図である。
【図２】図１のＡ１－Ａ１線の断面図である。
【図３】図１のＢ１－Ｂ１線の断面図である。
【図４】本発明の第１の実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の第１回目のパターニン
グプロセス後の平面図である。
【図５】図４のＡ２－Ａ２線の断面図である。
【図６】本発明の第１の実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の第２回目のパターニン
グプロセス後の平面図である。
【図７】図６のＡ３－Ａ３線の断面図である。
【図８】本発明の第１の実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の第３回目のパターニン
グプロセス後の平面図である。
【図９】図８のＡ４－Ａ４線の断面図である。
【図１０】図８のＢ４－Ｂ４線の断面図である。
【図１１】本発明の第１の実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の第３回目のパターニ
ングプロセスにおいて、フォトレジストが現像・露光された後のＡ４－Ａ４線の断面図で
ある。
【図１２】本発明の第１の実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の第３回目のパターニ
ングプロセスにおいて、フォトレジストが現像・露光された後のＢ４－Ｂ４線の断面図で
ある。
【図１３】本発明の第１の実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の第３回目のパターニ
ングプロセスにおいて、第１回目のエッチングプロセス後のＡ４－Ａ４線の断面図である
。
【図１４】本発明の第１の実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の第３回目のパターニ
ングプロセスにおいて、第１回目のエッチングプロセス後のＢ４－Ｂ４線の断面図である
。
【図１５】本発明の第１の実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の第３回目のパターニ
ングプロセスにおいて、アッシングプロセス後のＡ４－Ａ４線の断面図である。
【図１６】本発明の第１の実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の第３回目のパターニ
ングプロセスにおいて、アッシングプロセス後のＢ４－Ｂ４線の断面図である。
【図１７】本発明の第１の実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の第３回目のパターニ
ングプロセスにおいて、第２回目のエッチングプロセス後のＡ４－Ａ４線の断面図である
。
【図１８】本発明の第１の実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の第３回目のパターニ
ングプロセスにおいて、第２回目のエッチングプロセス後のＢ４－Ｂ４線の断面図である



(7) JP 5710165 B2 2015.4.30

10

20

30

40

50

。
【図１９】本発明の第１の実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の第４回目のパターニ
ングプロセス後の平面図である
【図２０】図１９のＡ５－Ａ５線の断面図である。
【図２１】図１９のＢ５－Ｂ５線の断面図である。
【図２２】本発明の第２の実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の平面図である。
【図２３】図２２のＣ１－Ｃ１線の断面図である。
【図２４】本発明の第２の実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の第１回目のパターニ
ングプロセス後の平面図である。
【図２５】図２４のＣ２－Ｃ２線の断面図である。
【図２６】本発明の第２の実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の第２回目のパターニ
ングプロセス後の平面図である。
【図２７】図２６のＣ３－Ｃ３線の断面図である。
【図２８】本発明の第２の実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の第３回目のパターニ
ングプロセス後の平面図である。
【図２９】図２８のＣ４－Ｃ４線の断面図である。
【図３０】本発明の第２の実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の第４回目のパターニ
ングプロセスにおいて、フォトレジストが現像・露光された後の構造の概略図である。
【図３１】本発明の第２の実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の第４回目のパターニ
ングプロセスにおいて、第１回目のエッチングプロセス後の構造の概略図である。
【図３２】本発明の第２の実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の第４回目のパターニ
ングプロセスにおいて、アッシングプロセス後の構造の概略図である。
【図３３】本発明の第２の実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の第４回目のパターニ
ングプロセスにおいて、第２回目のエッチングプロセス後の構造の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面を参照しながら実施例に基づいて、本発明の技術案に対してさらに詳しく説
明する。
【００１３】
　図１は本発明の第１の実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の平面図であり、一つの
画素ユニットの構造が示されている。図２は図１のＡ１－Ａ１線の断面図であり、図３は
図１のＢ１－Ｂ１線の断面図である。
【００１４】
　図１から図３に示したように、本実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板は、ボトムゲ
ート型構造であり、基板１に形成された複数のゲートライン１１、複数のデータライン１
２、複数の画素電極９、及び複数の薄膜トランジスタを含む。また、ゲートライン１１と
データライン１２が交差して複数の画素領域を画定し、画素領域ごとに一つのスイッチン
グ素子とする薄膜トランジスタ及び一つの画素電極９が形成されている。ゲートライン１
１は薄膜トランジスタにオン信号を提供するために用いられ、データライン１２は画素電
極９にデータ信号を提供するために用いられる。また、薄膜トランジスタのゲート電極は
薄い透明導電薄膜より作成され、透明導電薄膜は３００～６００Åの厚さである。ゲート
電極は透明導電薄膜より作成され、且つ厚さが薄い（３００～６００Åの厚さ）ため、異
なる箇所におけるゲート電極の両側の勾配角度の差を低減させることができると共に、ゲ
ート電極の両側の勾配が占められた面積を低減させることができる。これにより、ゲート
電極の両側の勾配角度の差がドレイン電極とゲート電極との重合面積に及ぼす影響が小さ
くなり、よって、異なる箇所における薄膜トランジスタの寄生容量の差が低減され、ＴＦ
Ｔ－ＬＣＤアレイ基板の各薄膜トランジスタのキックバック電圧ΔＶｐの差が有効に低減
される。
【００１５】
　具体的に、図に示したように、本実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板において、ゲ
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ートライン１１及び遮蔽層１４は基板１に形成され、第１の絶縁層３ａはゲートライン１
１と遮蔽層１４に形成されると共に基板１の全体を覆い、透明導電薄膜材料からなるゲー
ト電極２と画素電極９は第１の絶縁層３ａに形成され、ゲート電極２は遮蔽層１４の上方
に位置し、画素電極９は画素領域に位置する。また、第２の絶縁層３ｂはゲート電極２と
画素電極９に形成されると共に基板１の全体を覆うと共に、第１のビアホール１０ａ、第
２のビアホール１０ｂ及び第３のビアホール１０ｃが開設されている。その中で、第１の
ビアホール１０ａは画素電極９が存在する箇所に位置し、第２のビアホール１０ｂはゲー
ト電極２が存在する箇所に位置し、第３のビアホール１０ｃはゲートライン１１が存在す
る箇所に位置する。また、活性層（例えば、半導体層４とドープ半導体層５の積層を含む
）は第２の絶縁層３ｂに形成されると共にゲート電極２の上方に位置し、ソース電極６と
、ドレイン電極７と、データライン１２と、連結電極１３とは上記構造のパターンに形成
され、その中で、ソース電極６の一端は活性層に位置すると共に、他の一端はデータライ
ン１２に接続されている。また、ドレイン電極７の一端は活性層に位置すると共に、他の
一端は第１のビアホール１０ａを介して画素電極９に接続され、ソース電極６とドレイン
電極７との間にＴＦＴチャンネル領域が形成されている。ＴＦＴチャンネル領域において
、ドープ半導体層５は完全にエッチングされると共に、半導体層４の厚さの一部がエッチ
ングされて、ＴＦＴチャンネル領域の半導体層４が露出される。また、連結電極１３の一
端は第２のビアホール１０ｂを介してゲート電極２に接続されると共に、他の一端は第３
のビアホール１０ｃを介してゲートライン１１に接続されて、ゲート電極２とゲートライ
ン１１との間を連結電極１３を介して接続させる。また、第３の絶縁層８はデータライン
１２と、ソース電極６と、ドレイン電極７と、ＴＦＴチャンネル領域とに形成されると共
に基板１の全体を覆い、ゲートラインパッド領域（ゲートラインＰＡＤ）にゲートライン
パッドビアホールが開設され、データラインパッド領域（データラインＰＡＤ）にデータ
ラインパッドビアホールが開設されている。ゲート電極２と、活性層と、ソース電極６と
、連結電極１３とが薄膜トランジスタを構成する。
【００１６】
　図４から図２１は、本発明の第１の実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の製造工程
の概略図であり、これらの図を参照して本実施例の技術案をさらに説明する。以下の説明
において、本発明のパターニングプロセスには、フォトレジストの塗布、フォトレジスト
の露光と現像、フォトレジストパターンを利用するエッチング、及び残されたフォトレジ
ストの除去などのプロセスが含まれ、フォトレジストとしてポジティブフォトレジストを
例に説明する。
【００１７】
　図４は本発明の第１の実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の第１回目のパターニン
グプロセス後の平面図であり、一つの画素ユニットの構造が示されている。図５は図４の
Ａ２－Ａ２線の断面図である。
【００１８】
　スパッタリング法又は蒸着法を利用して、基板１（例えば、ガラス基板又は石英基板）
に一層の３０００～５０００Å厚さのゲート金属薄膜を堆積し、このゲート金属薄膜にＣ
ｒ、Ｗ、Ｔｉ、Ｔａ、Ｍｏなどの金属又は合金が採用され、複層の金属薄膜からなる複合
薄膜も採用される。また、図４と図５に示したように、常用のマスクを採用して、パター
ニングプロセスにより、ゲートライン１１と遮蔽層１４を含むパターンを形成し、ゲート
ライン１１と遮光層１４は互いに離間される。
【００１９】
　図６は本発明の第１の実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の第２回目のパターニン
グプロセス後の平面図であり、一つの画素ユニットの構造が示されている。図７は図６の
Ａ３－Ａ３線の断面図である。
【００２０】
　上記の図４に示した構成のパターンを完成した基板に、プラズマ強化化学的気相蒸着法
（ＰＥＣＶＤと略称する）により、一層の１５００～３０００Å厚さの第１の絶縁層３ａ
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を堆積し、第１の絶縁層３ａに酸化物、窒化物又は窒素酸化物が採用され、対応する反応
気体として、ＳｉＨ４、ＮＨ３、Ｎ２の混合気体又はＳｉＨ２Ｃｌ２、ＮＨ３、Ｎ２の混
合気体がある。次に、スパッタリング法又は蒸着法を利用して、一層の３００～６００Å
厚さの透明導電薄膜を堆積し、透明導電薄膜に酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）、酸化イン
ジウム亜鉛（ＩＺＯ）、又は、酸化アルミウム亜鉛などが採用され、他の金属及び金属酸
化物が採用されてもよい。図６と図７に示したように、常用のマスクを採用して、パター
ニングプロセスにより、ゲート電極２と画素電極９を含むパターンを形成する。また、ゲ
ート電極２の一部とゲートライン１１が重合されるように、ゲート電極２は遮蔽層１４の
上方に位置すると共に隣接したゲートライン１１の方向へ延伸し、画素電極９は対応する
画素領域に位置する。本実施例の第１の絶縁層に、上述で例示された無機系絶縁層以外に
、有機系絶縁層も採用される。第１の絶縁層として有機系絶縁層を採用する場合、塗布を
採用することができ、形成された第１の絶縁層を平坦な表面を有するようにさせ、これに
より、後述する構造層の段差を低減するのに有利である。
【００２１】
　図８は本発明の第１の実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の第３回目のパターニン
グプロセス後の平面図であり、一つの画素ユニットの構造が示されている。図９は図８の
Ａ４－Ａ４線の断面図であり、図１０は図８のＢ４－Ｂ４線の断面図である。
【００２２】
　上記の図６に示した構成のパターンを完成した基板に、ＰＥＣＶＤにより３００～１０
００Å厚さの第２の絶縁層３ｂと、１０００～３０００Å厚さの半導体薄膜と、１０００
～３０００Å厚さのドープ半導体薄膜とを順次堆積し、第２の絶縁層３ｂに酸化物、窒化
物又は窒素酸化物が採用され、対応する反応気体として、ＳｉＨ４、ＮＨ３、Ｎ２の混合
気体又はＳｉＨ２Ｃｌ２、ＮＨ３、Ｎ２の混合気体がある。半導体薄膜に対応する反応気
体として、ＳｉＨ４、Ｈ２の混合気体又はＳｉＨ２Ｃｌ２、Ｈ２の混合気体があり、ドー
プ半導体薄膜に対応する反応気体として、ＳｉＨ４、ＰＨ３、Ｈ２の混合気体又はＳｉＨ

２Ｃｌ２、ＰＨ３、Ｈ２の混合気体がある。また、図８と図１０に示したように、ハーフ
トーン又はグレートーンマスクを採用して、パターニングプロセスにより、活性層と、第
１のビアホール１０ａと、第２のビアホール１０ｂと、第３のビアホール１０ｃとを含む
パターンを形成する。その中で、活性層は半導体層４とドープ半導体層５の積層を含んで
ゲート電極２の上方に位置し、第１のビアホール１０ａは画素電極９がゲート電極２に寄
せて存在する箇所に位置し、第２のビアホール１０ｂはゲート電極２が存在する箇所に位
置し、第３のビアホール１０ｃはゲートライン１１が存在する箇所に位置する。このパタ
ーニングプロセスの工程を具体的に以下のように述べる。
【００２３】
　即ち、図１１は本発明の第１の実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の第３回目のパ
ターニングプロセスにおいて、フォトレジストが現像・露光された後のＡ４－Ａ４線の断
面図である。また、図１２は本発明の第１の実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の第
３回目のパターニングプロセスにおいて、フォトレジストが現像・露光された後のＢ４－
Ｂ４線の断面図である。上記の図６に示した構成のパターンを完成した基板に、ＰＥＣＶ
Ｄにより第２の絶縁層３ｂと、半導体薄膜２１と、ドープ半導体薄膜２２とを順次堆積す
る。そして、ドープ半導体薄膜２１に一層のフォトレジスト３０を塗布し、ハーフトーン
又はグレートーンマスクを採用して露光することによって、フォトレジストを完全露光領
域Ａ、非露光領域Ｂ、及び部分露光領域Ｃに形成させる。完全露光領域Ａは第１のビアホ
ール、第２のビアホール及び第３のビアホールのパターンが存在する領域に対応し、非露
光領域Ｂは活性層のパターンが存在する領域に対応し、部分露光領域Ｃは上記のパターン
以外の領域に対応する。図１１と図１２に示したように、現像処理した後、非露光領域Ｂ
におけるフォトレジストの厚さには基本的に変化がなく、フォトレジスト完全保留領域が
形成される。完全露光領域Ａにおけるフォトレジストが完全に除去され、フォトレジスト
完全除去領域が形成される。部分露光領域Ｃにおけるフォトレジストの厚さが薄くなって
、フォトレジスト部分保留領域が形成される。
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【００２４】
　図１３は本実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の第３回目のパターニングプロセス
において、第１回目のエッチングプロセス後のＡ４－Ａ４線の断面図である。また、図１
４は本実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の第３回目のパターニングプロセスにおい
て、第１回目のエッチングプロセス後のＢ４－Ｂ４線の断面図である。図１３と図１４に
示したように、第１回目のエッチングプロセスにより、完全露光領域Ａにおける第１のビ
アホール及び第２のビアホールのパターンが存在する位置で、ドープ半導体薄膜２２、半
導体薄膜２１及び第２の絶縁層３ｂが完全にエッチングされて、第１のビアホール１０ａ
と第２のビアホール１０ｂを含むパターンが形成される。第１のビアホール１０ａと第２
のビアホール１０ｂ内のドープ半導体薄膜２２、半導体薄膜２１及び第２の絶縁層３ｂが
完全にエッチングされて、画素電極９の表面に第１のビアホール１０ａを露出させ、ゲー
ト電極２の表面に第２のビアホール１０ｂを露出させる。また、完全露光領域Ａにおける
第３のビアホールが存在する位置で、ドープ半導体薄膜２２、半導体薄膜２１、第２の絶
縁層３ｂ及び第１の絶縁層３ａが完全にエッチングされて、第３のビアホール１０ｃを含
むパターンが形成される。第３のビアホール１０ｃ内のドープ半導体薄膜２２、半導体薄
膜２１、第２の絶縁層３ｂ及び第１の絶縁層３ａが完全にエッチングされて、ゲートライ
ン１１の表面に第３のビアホール１０ｃを露出させる。
【００２５】
　図１５は本発明の第１の実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の第３回目のパターニ
ングプロセスにおいて、アッシングプロセス後のＡ４－Ａ４線の断面図である。また、図
１６は本発明の第１の実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の第３回目のパターニング
プロセスにおいて、アッシングプロセス後のＢ４－Ｂ４線の断面図である。図１５と図１
６に示したように、アッシングプロセスにより、部分露光領域Ｃにおけるフォトレジスト
を除去して、当該領域のドープ半導体薄膜２２が露出されるようにする。非露光領域Ｂ（
フォトレジスト完全保留領域）のフォトレジストの厚さは、部分露光領域Ｃ（フォトレジ
スト部分保留領域）のフォトレジストの厚さより厚いため、アッシングプロセス後、非露
光領域Ｂに一定厚さのフォトレジスト３０がやはり覆われている。
【００２６】
　図１７は本発明の第１の実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の第３回目のパターニ
ングプロセスにおいて、第２回目のエッチングプロセス後のＡ４－Ａ４線の断面図である
。また、図１８は本発明の第１の実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の第３回目のパ
ターニングプロセスにおいて、第２回目のエッチングプロセス後のＢ４－Ｂ４線の断面図
である。図１７と図１８に示したように、第２回目のエッチングプロセスにより、部分露
光領域Ｃにおけるドープ半導体薄膜と半導体薄膜が完全にエッチングされて、活性層を含
むパターンが形成される。その中で、活性層は半導体層４とドープ半導体層５を含んで、
ゲート電極２の上方に位置する。
【００２７】
　最後に、図８から図１０に示したように、残されたフォトレジストを除去して、本発明
の第１の実施例にかかるＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の第３回目のパターニングプロセスが
完成される。
【００２８】
　図１９は本発明の第１の実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の第４回目のパターニ
ングプロセス後の平面図であり、図２０は図１９のＡ５－Ａ５線の断面図であり、図２１
は図１９のＢ５－Ｂ５線の断面図である。
【００２９】
　上記の図８に示した構成のパターンを完成した基板に、スパッタリング又は蒸着法によ
り、一層の２０００～４０００Å厚さのソース・ドレイン金属薄膜を堆積し、ソース・ド
レイン金属薄膜にＣｒ、Ｗ、Ｔｉ、Ｔａ、Ｍｏなどの金属又は合金が採用され、複層の金
属薄膜からなる複合薄膜も採用される。図１９から図２１に示したように、常用のマスク
を採用して、パターニングプロセスにより、データライン１２と、ソース電極６と、ドレ
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イン電極７と、連結電極１３とを含むパターンを形成する。その中で、ソース電極６の一
端は活性層に位置すると共に、他の一端はデータライン１２に接続される。また、ドレイ
ン電極７の一端は活性層に位置すると共に、他の一端は第１のビアホール１０ａを介して
画素電極９に接続され、ソース電極６とドレイン電極７との間にＴＦＴチャンネル領域が
形成されている。ＴＦＴチャンネル領域におけるドープ半導体層５が完全にエッチングさ
れると共に、半導体層４の厚さの一部がエッチングされて、ＴＦＴチャンネル領域の半導
体層４が露出される。また、連結電極１３の一端はゲート電極２の上方に位置すると共に
、第２のビアホール１０ｂを介してゲート電極２に接続され、他の一端はゲートライン１
１の上方に位置すると共に、第３のビアホール１０ｃを介してゲートライン１１に接続さ
れて、ゲート電極２とゲートライン１１との間を連結電極１３を介して接続させる。
【００３０】
　最後に、上記の図１９に示した構成のパターンを完成した基板に、ＰＥＣＶＤにより第
３の絶縁層８（図２と図３に示したように）を堆積する。第３絶縁層８に酸化物、窒化物
又は窒素酸化物が採用され、対応する反応気体として、ＳｉＨ４、ＮＨ３、Ｎ２の混合気
体又はＳｉＨ２Ｃｌ２、ＮＨ３、Ｎ２の混合気体がある。また、常用のマスクを採用して
、パターニングプロセスにより、ゲートラインパッド領域のゲートラインパッドビアホー
ル及びデータラインパッド領域のデータラインパッドビアホールなどを含むパターンを形
成する。パターニングプロセスにより、ゲートラインパッド領域のゲートラインパッドビ
アホール及びデータラインパッド領域のデータラインパッドビアホールのパターンを形成
するプロセスは、現在のパターニングプロセスにおいて広く応用されているので、ここで
は説明を省略する。
【００３１】
　以上で説明した４回のパターニングプロセスは、本発明に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基
板を製造する一種の実現方法にすぎない。実際には、パターニングプロセスを増やしたり
、減らしたりすることができる。また、異なる材料を選択し、又は材料を組み立てること
によって本発明を実現することもできる。例えば、本発明に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基
板の第３回目のパターニングプロセスは、二回の独立したパターニングプロセスによって
完成してもよい。即ち、一回は常用のマスクを採用するパターニングプロセスによって活
性層のパターンを形成し、一回は常用のマスクを採用するパターニングプロセスによって
、第１のビアホールと、第２のビアホールと、第３のビアホールとのパターンを形成する
。また、例えば、本実施例のゲート電極は他の厚さが薄い導電薄膜を採用して作成しても
よい。この場合、第２回目のパターニングプロセスは二回のパターニングプロセスに分け
られる。即ち、一回のパターニングプロセスによりゲート電極を形成し、一回のパターニ
ングプロセスにより画素電極を形成する。ゲート電極を例えば金属薄膜のような不透明な
導電薄膜を採用して作成する場合、第１回目のパターニングプロセスにおける遮蔽層を省
略することができる。
【００３２】
　ゲート電極が金属薄膜を採用して形成される場合、薄いゲート電極が形成されるように
、その厚さの範囲は３００～１２００Åである。厚さの範囲は４００～６００Åが望まし
い。この場合、ゲート電極と画素電極を形成する時、上記のような二回の独立したパター
ニング工程の以外にも、ハーフトーン又はグレートーンマスクを利用して、順次堆積され
た透明導電薄膜とゲート電極金属薄膜に対して、パターニングを行うことにより、ゲート
電極と画素電極がそれぞれ形成されてもよい。このように得られた金属ゲート電極の下方
に、透明導電薄膜が保留される。
【００３３】
　図２２は本発明の第２の実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の平面図であり、一つ
の画素ユニットの構造が示された。また、図２３は図２２のＣ１－Ｃ１線の断面図である
。
【００３４】
　図２２と図２３に示したように、本実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板はトップゲ
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ート型構造であり、本体の構造は基板１に形成された複数のゲートライン１１、複数のデ
ータライン１２、複数の画素電極９、及び複数の薄膜トランジスタを含む。また、ゲート
ライン１１とデータライン１２が交差して複数の画素領域を画定し、画素領域ごとに一つ
のスイッチング素子とする薄膜トランジスタ及び一つの画素電極９が形成されている。ゲ
ートライン１１は薄膜トランジスタにオン信号を提供するために用いられ、データライン
１２は画素電極９にデータ信号を提供するために用いられる。また、薄膜トランジスタの
ゲート電極は厚さが薄い透明導電薄膜より作成され、透明導電薄膜は３００～６００Åの
厚さである。ゲート電極は透明導電薄膜より作成され、且つ厚さが薄い（３００～６００
Åの厚さ）ため、異なる箇所におけるゲート電極の両側の勾配角度の差を低減させること
ができると共に、ゲート電極の両側の勾配が占める面積を低減させることができる。これ
により、ゲート電極の両側の勾配角度の差がドレイン電極とゲート電極との重合面積に及
ぼす影響が小さくなり、よって、異なる箇所における薄膜トランジスタの寄生容量の差が
低減され、ＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の各薄膜トランジスタのキックバック電圧ΔＶｐの
差が有効に低減される。
【００３５】
　具体的に、図に示したように、本実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板において、遮
蔽層１４は基板１に形成され、活性層（半導体層４とドープ半導体層５を含む）は遮蔽層
１４の上方に位置し、ソース電極６とドレイン電極７は活性層に形成される。ソース電極
６の一端は遮蔽層１４の上方に位置し、他の一端はデータライン１２に接続されている。
また、ドレイン電極７の一端は遮蔽層１４の上方に位置すると共にソース電極６に対向し
て配置される。また、ソース電極６とドレイン電極７との間にＴＦＴチャンネル領域が形
成されている。ＴＦＴチャンネル領域において、ドープ半導体層５は完全にエッチングさ
れると共に、半導体層４の厚さの一部がエッチングされて、ＴＦＴチャンネル領域の半導
体層４が露出される。また、第１の絶縁層３ａは上記した構成のパターンに形成されると
共に基板１の全体を覆い、ドレイン電極７が存在する箇所に第１のビアホール１０ａを開
設させる。ゲート電極２、画素電極９、ゲートライン１１及び連結電極１３は第１の絶縁
層３ａに形成され、画素電極９は画素領域に形成されると共に、第１のビアホール１０ａ
を介してドレイン電極７に接続される。また、透明導電薄膜材料を採用するゲート電極２
は遮蔽層１４の上方に位置し、連結電極１３の一端はゲート電極２に圧設され、他の一端
はゲートライン１１に接続されて、ゲート電極２とゲートライン１１との間は連結電極１
３を介して接続される。ゲート電極２と、活性層と、ソース電極６と、連結電極１３とが
薄膜トランジスタを構成する。
【００３６】
　図２４から図３３は本発明の第２の実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の製造工程
の概略図であり、これらの図面を参照して本実施例の技術案をさらに説明する。また、各
薄膜の材料は第１の実施例と同じである。
【００３７】
　図２４は本発明の第２の実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の第１回目のパターニ
ングプロセス後の平面図であり、一つの画素ユニットの構造が示された。図２５は図２４
のＣ２－Ｃ２線の断面図である。
【００３８】
　まず、図２４と図２５に示したように、スパッタリング又は蒸着法を利用して、基板１
に５００～２０００Å厚さの遮蔽金属薄膜を堆積し、遮蔽金属薄膜として、遮蔽性に優れ
た金属（例えばＣｒ）を採用することができ、常用のマスクを採用して、パターニングプ
ロセスにより、遮蔽層１４を含むパターンを形成する。遮蔽層の作成には、遮蔽性に優れ
た非金属材料の遮光薄膜も採用することができる。例えば、黒い粒子を添加した樹脂が採
用される。
【００３９】
　図２６は本発明の第２の実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の第２回目のパターニ
ングプロセス後の平面図であり、一つの画素ユニットの構造が示された。図２７は図２６
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のＣ３－Ｃ３線の断面図である。
【００４０】
　上記の図２４に示した構成のパターンを完成した基板に、ＰＥＣＶＤ法により、１００
０～３０００Å厚さの半導体薄膜と、１０００～３０００Å厚さのドープ半導体薄膜を順
次堆積し、後でスパッタリング法又は蒸着法により、２０００～４０００Å厚さのソース
・ドレイン金属薄膜を堆積する。図２６と図２７に示したように、ハーフトーン又はグレ
ートーンマスクを採用して、パターニングプロセスにより、活性層と、データラインと１
２と、ソース電極６と、ドレイン電極７と、ＴＦＴチャンネル領域とを含むパターンを形
成する。このパターニングプロセスはマルチステップのエッチングプロセスであり、基本
的に、従来技術の４回パターニングプロセスにおいて活性層と、データラインと、ソース
電極と、ドレイン電極と、ＴＦＴチャンネル領域とのパターンを形成する工程と同じであ
り、具体的に以下のステップを備える。即ち、まず、半導体薄膜とドープ半導体薄膜を堆
積し、次にソース・ドレイン金属薄膜を堆積する。また、ソース・ドレイン金属薄膜に一
層のフォトレジストを塗布する。ハーフトーン又はグレートーンマスクを採用して露光す
ることによって、フォトレジストを完全露光領域、非露光領域、及び部分露光領域に形成
させる。非露光領域はデータライン、ソース電極及びドレイン電極のパターンが存在する
領域に対応し、部分露光領域はＴＦＴチャンネル領域のパターンが存在する領域に対応し
、完全露光領域は上記のパターン以外の領域に対応する。現像処理した後、非露光領域に
おけるフォトレジストの厚さには基本的に変化がなく、フォトレジスト完全保留領域が形
成される。完全露光領域におけるフォトレジストが完全に除去され、フォトレジスト完全
除去領域が形成される。部分露光領域におけるフォトレジストの厚さが薄くなって、フォ
トレジスト部分保留領域が形成される。また、第１回目のエッチングプロセスにより、フ
ォトレジスト完全除去領域におけるソース・ドレイン金属薄膜、ドープ半導体薄膜及び半
導体薄膜を完全にエッチングすることで、活性層とデータラインのパターンが形成されて
いる。また、アッシングプロセスにより、フォトレジスト部分保留領域におけるフォトレ
ジストを除去することで、当該領域のソース・ドレイン金属薄膜を露出させ、フォトレジ
スト完全保留領域におけるフォトレジストの一部が保留されることで厚さが薄くなる。ま
た、第２回目のエッチングプロセスにより、フォトレジスト部分保留領域におけるソース
・ドレイン金属薄膜とドープ半導体薄膜が完全にエッチングされると共に、半導体薄膜の
厚さの一部がエッチングされて、ソース電極、ドレイン電極及びＴＦＴチャンネル領域の
パターンが形成される。最後に、残されたフォトレジストを除去し、このパターニングプ
ロセスが完成される。このパターニングプロセスの後、活性層（半導体層４とドープ半導
体層５を含む）が遮蔽層１４の上方に位置され、ソース電極６とドレイン電極７は活性層
に形成され、ソース電極６の一端は遮蔽層１４の上方に位置されると共に、他の一端はデ
ータライン１２に接続される。また、ドレイン電極７の一端は遮蔽層１４の上方に位置さ
れると共に、ソース電極６に対向して配置される。ソース電極６とドレイン電極７の間に
ＴＦＴチャンネル領域が形成され、ＴＦＴチャンネル領域におけるドープ半導体層５は完
全にエッチングされると共に、半導体層４の厚さの一部がエッチングされて、ＴＦＴチャ
ンネル領域の半導体層４を露出させる。
【００４１】
　図２８は本発明の第２の実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の第３回目のパターニ
ングプロセス後の平面図であり、一つの画素ユニットの構造が示された。図２９は図２８
のＣ４－Ｃ４線の断面図である。
【００４２】
　上記の図２６に示したパターンを完成した基板に、ＰＥＣＶＤ法により、３０００～５
０００Å厚さの第１の絶縁層３ａを堆積する。図２８と図２９に示したように、常用のマ
スクを採用して、パターニングプロセスにより、第１のビアホール１０ａを含むパターン
を形成する。第１のビアホール１０ａはドレイン電極７が存在する箇所に位置し、第１の
ビアホール１０ａ内の第１の絶縁層３ａは完全にエッチングされて、ドレイン電極７の表
面に露出させる。
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【００４３】
　最後に、上記の図２８に示したパターンを完成した基板に、スパッタリング法又は蒸着
法により、３００～６００Å厚さの透明導電薄膜と、５００～４０００Å厚さのゲート金
属薄膜を順次堆積する。図２２と図２３に示したように、常用のマスクを採用して、パタ
ーニングプロセスにより、ゲート電極２、画素電極９、ゲートライン１１及び連結電極１
３を含むパターンを形成する。このパターニングプロセスの工程は具体的に以下の通りで
ある。
【００４４】
　即ち、図３０は本発明の第２の実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の第４回目のパ
ターニングプロセスにおいて、フォトレジストが現像・露光された後の構造の概略図であ
り、図２２のＣ１－Ｃ１線の断面図である。上記の図２８に示したパターンを完成した基
板に、スパッタリング法又は蒸着法により、透明導電薄膜２３とゲート金属薄膜２４を順
次堆積する。続いて、ゲート金属薄膜２４に一層のフォトレジスト３０を塗布する。また
、図３０に示したように、ハーフトーン又はグレートーンマスクを採用して露光すること
によって、フォトレジストを完全露光領域Ａ、非露光領域Ｂ、及び部分露光領域Ｃに形成
させる。非露光領域Ｂはゲートラインと連結電極のパターンが存在する領域に対応し、部
分露光領域Ｃはゲート電極と画素電極のパターンが存在する領域に対応し、完全露光領域
Ａは上記のパターン以外の領域に対応する。現像処理した後、非露光領域におけるフォト
レジストの厚さには基本的に変化がなく、フォトレジスト完全保留領域が形成される。完
全露光領域におけるフォトレジストが完全に除去され、フォトレジスト完全除去領域が形
成される。部分露光領域におけるフォトレジストの厚さが薄くなって、フォトレジスト部
分保留領域が形成される。
【００４５】
　図３１は本発明の第２の実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の第４回目のパターニ
ングプロセスにおいて、第１回目のエッチングプロセス後の構造の概略図であり、図２２
のＣ１－Ｃ１線の断面図である。図３１に示したように、第１回目のエッチングプロセス
により、完全露光領域Ａにおけるゲート金属薄膜２４と透明導電薄膜２３が完全にエッチ
ングされ、ゲートライン２を含むパターンが形成される。このパターニングプロセスにお
いて、データインパッド領域のデータラインパッドビアホールのパターンがさらに形成さ
れる。
【００４６】
　図３２は本発明の第２の実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の第４回目のパターニ
ングプロセスにおいて、アッシングプロセス後の構造の概略図であり、図２２のＣ１－Ｃ
１線の断面図である。
【００４７】
　図３２に示したように、アッシングプロセスにより、部分露光領域Ｃにおけるフォトレ
ジストが除去されて、当該領域のゲート金属薄膜２４が露出される。非露光領域Ｂ（フォ
ト完全保留領域）のフォトレジストの厚さは、部分露光領域Ｃ（フォトレジスト部分保留
領域）のフォトレジストの厚さより厚いため、アッシングプロセス後、非露光領域Ｂに一
定厚さのフォトレジスト３０がやはり覆われている。
【００４８】
　図３３は本発明の第２の実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の第４回目のパターニ
ングプロセスにおいて、第２回目のエッチングプロセス後の構造の概略図であり、図２２
のＣ１－Ｃ１線の断面図である。
【００４９】
　図３３に示したように、第２回目のエッチングプロセスにより、部分露光領域Ｃにおけ
るゲート金属薄膜が完全にエッチングされ、ゲート電極２、画素電極９及び連結電極１３
を含むパターンが形成される。その中で、透明導電薄膜材料を採用したゲート電極２は遮
蔽層１４の上方に位置し、画素電極９は画素領域に位置すると共に、第１のビアホール１
０ａを介してドレイン電極７に接続され、連結電極１３はゲート電極２に位置してゲート
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電極２を連結電極１３を介してゲートラインに接続される。説明しておくと、連結電極は
厚いゲート金属薄膜により作成され、且つ、ゲートラインとゲート電極の連結のためにだ
け用いられるので、連結電極はゲート電極の中部位置に配置されることができ、連結電極
の幅はゲート電極より狭い。また、連結電極がドレイン電極とゲート電極との重合領域以
外に位置するように、連結電極の幅をＴＦＴチャンネル領域より狭くさせることにより、
連結電極の寄生容量に対する影響を防止することが望ましい。
【００５０】
　最後に、図２２と図２３に示したように、残されたフォトレジストを除去し、本発明の
第２の実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の第４回目のパターニングプロセスが完成
される。
【００５１】
　以上で説明した４回のパターニングプロセスは、本発明に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基
板を製造する一種の実現方法にすぎない。実際には、パターニングプロセスを増やしたり
、減らしたりすることができる。また、異なる材料を選択し、又は材料を組み立てること
によって本発明を実現することもできる。例えば、本発明に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基
板の第２回目のパターニングプロセスは、二回のパターニングプロセスによって完成して
もよい。即ち、一回は常用のマスクを採用するパターニングプロセスによって活性層のパ
ターンを形成し、一回は常用のマスクを採用するパターニングプロセスによって、データ
ライン、ソース電極、ドレイン電極のパターンを形成する。また、例えば、本発明に係る
ＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の第４回目のパターニングプロセスは、二回のパターニングプ
ロセスによって完成してもよい。即ち、一回は常用のマスクを採用するパターニングプロ
セスによってゲート電極と画素電極のパターンを形成し、一回は常用のマスクを採用する
パターニングプロセスによってゲートラインと連結電極のパターンを形成する。
【００５２】
　本発明の上記実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板において、ゲート電極は厚さが薄
い透明導電薄膜材料より作成され、且つ、透明導電薄膜の厚さが薄いため、ゲート電極を
作成する場合、同一の基材における異なる位置のゲート電極両側の勾配角度の差を低減す
ることができると共に、ゲート電極両側の勾配が占める面積を低減することができる。こ
れにより、ゲート電極両側の勾配角度の差がドレイン電極とゲート電極との重合面積に対
する影響が小さくなるため、異なる位置における薄膜トランジスタの寄生容量の差が低減
され、ＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板における各薄膜トランジスタのキックバック電圧ΔＶｐ

の差が有効に低減され、キックバック電圧による表示画面のフリッカ現象が減少され、Ｔ
ＦＴ－ＬＣＤの表示品質が向上される。
【００５３】
　本発明の第１の実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の製造方法は、以下のステップ
を備える。
【００５４】
　即ち、基板にゲート金属薄膜を堆積し、パターニングプロセスによりゲートラインと遮
蔽層を含むパターンを形成するステップ１１と、ステップ１１を完成した基板に、第１の
絶縁層と透明導電薄膜を順次堆積し、パターニングプロセスにより、ゲート電極と画素電
極を含むパターンを形成し、透明導電薄膜材料を採用したゲート電極は前記遮蔽層の上方
に位置するステップ１２と、ステップ１２を完成した基板に、第２の絶縁層と半導体薄膜
とドープ半導体薄膜とを順次堆積し、パターニングプロセスにより、半導体層とドープ半
導体層を含んでゲート電極の上方に位置する活性層と、前記画素電極が存在する箇所に位
置する第１のビアホールと、前記ゲート電極が存在する箇所に位置する第２のビアホール
と、前記ゲートラインが存在する箇所に位置する第３のビアホールを含むパターンを形成
するステップ１３と、ステップ１３を完成した基板に、ソース・ドレイン金属薄膜を堆積
し、パターニングプロセスにより、データラインと、一端は活性層に位置すると共に、他
の一端は前記第１のビアホールを介して画素電極に接続されるドレイン電極と、一端は活
性層に位置すると共に他の一端はデータラインに接続されるソース電極と、一端は前記第
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２のビアホールを介してゲート電極に接続されると共に、他の一端は前記第３のビアホー
ルを介してゲートラインに接続される連結電極とを含むパターンを形成するステップ１４
と、ステップ１４を完成した基板に、第３の絶縁層を堆積し、パターニングプロセスによ
り、ゲートラインパッド領域のゲートラインパッドビアホール及びデータラインパッド領
域のデータラインパッドビアホールを含むパターンを形成するステップ１５と、を備える
。
【００５５】
　また、上記の実施例において、前記ステップ１３は以下のようなサブステップを備える
。
【００５６】
　即ち、プラズマ強化化学的気相蒸着法により、第２の絶縁層、半導体薄膜及びドープ半
導体薄膜を順次堆積するステップ１３１と、前記ドープ半導体薄膜に一層のフォトレジス
トを塗布するステップ１３２と、ハーフトーン又はグレートーンマスクを採用して露光を
行うと共に、露光した後のフォトレジストに対して現像処理することで、フォトレジスト
を、第１のビアホール、第２のビアホール及び第３のビアホールのパターンが存在する領
域に対応するフォトレジスト完全除去領域と、活性層のパターンが存在する領域に対応す
るフォトレジスト完全保留領域と、上記のパターン以外の領域に対応しフォトレジスト部
分保留領域に形成させ、フォトレジスト完全保留領域のフォトレジストの厚さに変化がな
く、フォトレジスト完全除去領域のフォトレジストが完全に除去され、フォトレジスト部
分保留領域のフォトレジストの厚さが薄くなるステップ１３３と、第１回目のエッチング
プロセスにより、画素電極が存在する箇所に位置する第１のビアホールと、ゲート電極が
存在する箇所に位置する第２のビアホールと、ゲートラインが存在する箇所に位置する第
３のビアホールとを含むパターンが形成されるステップ１３４と、アッシングプロセスに
より、フォトレジスト部分保留領域のフォトレジストが除去され、当該領域のドープ半導
体薄膜が露出されると共に、フォトレジスト完全保留領域におけるフォトレジストが保留
されるステップ１３５と、第２回目のエッチングプロセスにより、フォトレジスト部分保
留領域のドープ半導体薄膜と半導体薄膜が除去されて、半導体層とドープ半導体層を含ん
で前記ゲート電極の上方に位置する活性層を含むパターンが形成されるステップ１３６と
、残されたフォトレジストを除去するステップ１３７と、を備える。
【００５７】
　上記のサブステップにおいて、前記ステップ１３４は、第１回目のエッチングプロセス
により、フォトレジスト完全除去領域における第１のビアホールと第２のビアホールのパ
ターンが存在する位置で、ドープ半導体薄膜、半導体薄膜及び第２の絶縁層が完全にエッ
チングされて、第１のビアホールと第２のビアホールを含むパターンを形成し、前記第１
のビアホールと第２のビアホール内のドープ半導体薄膜、半導体薄膜及び第２の絶縁層が
完全にエッチングされて、第１のビアホールに画素電極の表面を露出させ、第２のビアホ
ールにゲート電極の表面を露出させ、フォトレジスト完全除去領域における第３のビアホ
ールが存在する位置で、ドープ半導体薄膜、半導体薄膜、第２の絶縁層及び第１の絶縁層
が完全にエッチングされて、第３のビアホールを含むパターンを形成し、前記第３のビア
ホール内のドープ半導体薄膜、半導体薄膜、第２の絶縁層及び第１の絶縁層が完全にエッ
チングされて、第３のビアホールにゲートラインの表面を露出させるステップであっても
よい。
【００５８】
　本実施例はボートゲート型構成のＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板を形成するための技術案で
あり、製造工程に関して、すでに前述した図４から図２１に示した技術案において説明を
行い、ここではその説明を省略する。
【００５９】
　また、他の実施例では、ボトムゲート型構造において金属薄膜を使用してゲート電極が
形成される。これに関して、上述した実施例との区別はステップ１２にある。当該実施例
において、二回のパターニング工程により、画素電極に用いられる透明導電薄膜及びゲー
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ト電極に用いられるゲート電極金属薄膜に対して、それぞれパターニングを行うことによ
り、画素電極とゲート電極が形成され、又は、透明導電薄膜とゲート電極金属薄膜を順次
堆積した後、ハーフトーン又はグレートーンマスクを利用して、透明導電薄膜とゲート電
極金属薄膜の積層に対して、パターニングを行うことにより、ゲート電極と画素電極が形
成されてもよい。
【００６０】
　本発明の第２の実施例に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の製造方法は、以下のステップ
を備える。
【００６１】
　即ち、基板に遮光薄膜を堆積し、パターニングプロセスにより、遮蔽層を含むパターン
を形成するステップ２１と、ステップ２１を完成した基板に、半導体薄膜、ドープ半導体
薄膜及びソース・ドレイン金属薄膜を順次堆積し、パターニングプロセスにより、活性層
、データライン、ソース電極及びドレイン電極を含むパターンを形成するステップ２２と
、ステップ２２を完成した基板に、第１の絶縁層を堆積し、パターニングプロセスにより
、第１のビアホールを含むパターンを形成し、前記第１のビアホールはドレイン電極が存
在する箇所に位置するステップ２３と、ステップ２３を完成した基板に、透明導電薄膜と
ゲート金属薄膜とを順次堆積し、パターニングプロセスにより、透明導電薄膜材料を採用
して遮蔽層の上方に位置するゲート電極と、第１のビアホールを介してドレイン電極に接
続される画素電極と、ゲートラインと、一端はゲート電極に圧設されると共に、他の一端
はゲートラインに接続される連結電極を含むパターンを形成するステップ２４と、を備え
る。
【００６２】
　上記の実施例において、前記ステップ２１は以下のようなサブステップを備える。
【００６３】
　即ち、スパッタリング法又は蒸着法により、基板に遮蔽金属薄膜を堆積するステップ２
１１と、常用のマスクを採用して、パターニングプロセスにより、遮蔽層を含むパターン
を形成するステップ２１２と、を備える。
【００６４】
　上記の実施例において、前記ステップ２２は以下のようなサブステップを備える。
【００６５】
　即ち、プラズマ強化化学的気相蒸着法により、半導体薄膜とドープ半導体薄膜を順次堆
積するステップ２２１と、スパッタリング法又は蒸着法により、ソース・ドレイン金属薄
膜を堆積するステップ２２２と、前記ソース・ドレイン金属薄膜に一層のフォトレジスト
を塗布するステップ２２３と、ハーフトーン又はグレートーンマスクを採用して露光を行
うと共に、露光された後のフォトレジストに対して現像処理することで、フォトレジスト
を、データライン、ソース電極及びドレイン電極のパターンが存在する領域に対応するフ
ォトレジスト完全保留領域と、ＴＦＴチャンネル領域のパターンが存在する領域に対応す
るフォトレジスト部分保留領域と、上記のパターン以外の領域に対応するフォトレジスト
完全除去領域に形成させ、フォトレジスト完全保留領域のフォトレジストの厚さに変化が
なく、フォトレジスト完全除去領域のフォトレジストが完全に除去され、フォトレジスト
部分保留領域のフォトレジストの厚さが薄くなるステップ２２４と、第１回目のエッチン
グプロセスにより、フォトレジスト完全除去領域のソース・ドレイン金属薄膜、ドープ半
導体薄膜及び半導体薄膜が完全にエッチングされて、活性層とデータラインを含むパター
ンが形成されるステップ２２５と、アッシングプロセスにより、フォトレジスト部分保留
領域のフォトレジストが除去されて、当該領域のソース・ドレイン金属薄膜が露出される
と共に、フォトレジスト完全保留領域におけるフォトレジストが保留されるステップ２２
６と、第２回目のエッチングプロセスにより、フォトレジスト部分保留領域のソース・ド
レイン金属薄膜とドープ半導体薄膜が完全にエッチングされると共に、半導体薄膜の厚さ
の一部がエッチングされて、ソース電極、ドレイン電極及びＴＦＴチャンネル領域を含む
パターンが形成されるステップ２２７と、残されたフォトレジストを除去するステップ２
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２８と、を備える。
【００６６】
　上記の実施例において、上記ステップ２４は以下のようなサブステップを備える。
【００６７】
　即ち、スパッタリング法又は蒸着法により、透明導電薄膜とゲート金属薄膜を順次堆積
するステップ２４１と、前記ゲート金属薄膜に一層のフォトレジストを塗布するステップ
２４２と、ハーフトーン又はグレートーンマスクを採用して露光を行うと共に、露光され
た後のフォトレジストに対して現像処理することで、フォトレジストを、ゲートラインと
連結電極のパターンが存在する領域に対応するフォトレジスト完全保留領域と、ゲート電
極と画素電極のパターンが存在する領域に対応するフォトレジスト部分保留領域と、上記
のパターン以外の領域に対応するフォトレジスト完全除去領域とに形成させ、フォトレジ
スト完全保留領域のフォトレジストの厚さに変化がなく、フォトレジスト完全除去領域の
フォトレジストが完全に除去され、フォトレジスト部分保留領域のフォトレジストの厚さ
が薄くなるステップ２４３と、第１回目のエッチングプロセスにより、フォトレジスト完
全除去領域のゲート金属薄膜と透明導電薄膜が完全にエッチングされて、ゲートラインを
含むパターンが形成されるステップ２４４と、アッシングプロセスにより、フォトレジス
ト部分保留領域のフォトレジストが除去されて、当該領域のゲート金属薄膜が露出される
と共に、フォトレジスト完全保留領域におけるフォトレジストが保留されるステップ２４
５と、第２回目のエッチングプロセスにより、フォトレジスト部分保留領域のゲート金属
薄膜が完全にエッチングされて、透明導電薄膜材料を採用して遮蔽層の上方に位置するゲ
ート電極と、第１のビアホールを介してドレイン電極に接続される画素電極と、一端はゲ
ート電極に圧設されると共に他の一端はゲートラインに接続されることにより、ゲート電
極をゲートラインに接続させる連結電極を含むパターンが形成されるステップ２４６と、
残されたフォトレジストを除去するステップ２４７と、を備える。
【００６８】
　本実施例はトップゲート型構成のＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板を形成するための技術案で
あり、製造工程に関して、すでに前述した図２４から図３３に示した技術案において説明
を行い、ここではその説明を省略する。
【００６９】
　本発明に係るＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の製造方法において、ゲート電極は厚さが薄い
透明導電薄膜材料より作成されるため、ゲート電極を作成する場合、同一の基材における
異なる位置のゲート電極両側の勾配角度の差を低減することができると共に、ゲート電極
両側の勾配が占める面積を低減することができる。これにより、ゲート電極両側の勾配角
度の差がドレイン電極とゲート電極との重合面積に及ぼす影響が小さくなるため、異なる
位置における薄膜トランジスタの寄生容量の差が低減され、ＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板に
おける各薄膜トランジスタのキックバック電圧ΔＶｐの差が有効に低減され、キックバッ
ク電圧による表示画面のフリッカ現象が減少され、ＴＦＴ－ＬＣＤの表示品質が向上され
る。
【００７０】
　上記の実施例は、本発明の技術案に関して説明しただけであり、これらに限定されるも
のではない。具体的実施例を参考しながら本発明に関して詳しく説明したが、当業者とし
て、上記の各実施例に記載の技術案に対して変形したり、又は、その中の技術特徴に均等
的な技術的要件を採用したりすることができることを言うまでもない。このような変形や
取替えは、対応する技術案の実質を本発明の各実施例の技術案の精神と範囲から逸脱させ
るものではないことを理解しておくべきである。
【符号の説明】
【００７１】
　　１…基板
　　２…ゲート電極
　　３ａ…第１の絶縁層
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　　３ｂ…第２の絶縁層
　　４…半導体層
　　５…ドープ半導体層
　　６…ソース電極
　　７…ドレイン電極
　　８…第３の絶縁層
　　９…画素電極
　　１０ａ…第１のビアホール
　　１０ｂ…第２のビアホール
　　１０ｃ…第３のビアホール
　　１１…ゲートライン
　　１２…データライン
　　１３…連結電極
　　１４…遮蔽層
　　２１…半導体薄膜
　　２２…ドープ半導体薄膜
　　２３…透明導電薄膜
　　２４…ゲート金属薄膜
　　３０…フォトレジスト

【図１】
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